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1 国国国国 家構成家構成家構成家構成 

サウジアラビア王国（サウジアラビアサウジアラビアサウジアラビアサウジアラビア）は 1932 年に建国されま
した。サウジアラビアの法的枠組みの基準となる法律は、コーラ
ン（預言者ムハンマドの啓示－「彼に平安あれ」）とスンナ（預言
者ムハンマドの言行と範例の記録－“ PBUH” ）の二つの主要法源か
ら成るイスラム法（シャリーア）に基づいています。   

サウジアラビア政府は、シャリーア法を補足する必要が生じた場
合、勅令あるいは省令など、適宜特定の法律および法規を発布し
ます。 シャーリア法とサウジアラビア政府による法律あるいは
法規が矛盾する場合、通常シャーリア法が優先されます。 サウジ
アラビア政府の法律あるいは法規が定めない事柄に関しては、イ
スラム法の関連規則が適用されます。過去の判例を有効とする決
まりはありません。  

2 知的所有権知的所有権知的所有権知的所有権にににに関関関関するするするする協定協定協定協定  

サウジアラビアは、下記の世界知的所有権機関条約に加盟して
います： 

• 工業所有権保護に関するパリ条約（2004 年 3 月 11 日加
盟） 

• 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
（2004 年 3 月 11 日加盟）  

 

サ ウ ジ ア ラ ビ ア は 、 標 章 の 登 録 の た め の 商 品 及 び 
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その国際分類第 8 版1の方針を採用しています。 

またサウジアラビアは、下記の協定にも加盟しています：  

• WTO  
• 知的所有権の貿易に関連する協定（TRIPS）（2005 年 12

月 11 日加盟） 
• 湾岸協力会議（1992 年 12 月設立） 

 

またサウジアラビアは、特許協力条約（PCT）への加盟へ向けて
手続きを進行中です。  

3 知的所有権知的所有権知的所有権知的所有権にににに関関関関するするするする法律法律法律法律  

サウジアラビアは、知的所有権を取り扱う特定の法律を制定して
います： 

• 著作権および関連権利の保護に関する法律（2003 年勅令
M/41 号） 

• 商標に関する法律（2003 年勅令 M/5 号） 
• 特許、半導体集積回路配置、植物品種、産業モデルに関す

る法律（2004 年勅令 M/27 号） 
• 2010 年商号法 
 

4 商標商標商標商標  

(a) 保護保護保護保護およびおよびおよびおよび権利権利権利権利：：：： 商標は、申請日から、ヒジュラ暦で 10

年（およそ西暦 9 年 8 ヶ月）保護され、登録期間の最終年
およびその後 6 ヶ月以内に更新することで、10 年間（ヒ
ジュラ暦）の登録を延長できます。 商標権は、最初の商
標登録申請から 6 ヶ月以内に請求することができます。  

(b) 登録登録登録登録：：：：    商標登録は、商務省の商標局に申請します。同局
は、審査の上、登録の可否を決定します。登録申請は、一
分野、一つの商標に限られます。商標局は、申請日から
60 日以内に、商標の登録可否を決定しますが、実際には、
必ずしもこの期限が守られるわけではありません。商標登
録申請が棄却された場合、申請者は、棄却通知日から 60

日以内に同省へ異議を申し立てることができます。異議申
し立てが棄却された場合、棄却通知日から 30 日以内に、

                                                
1
 これは、最新のニース国際分類ではありません。他の国では、ニース国際分類第 10 版が 2012 年 1 月に施行されました。

サウジアラビアは、現在も第 8 版を採用していますが、アルコール関連商品およびサービスの禁止など、現地の必要性に応
じて変更されています。 
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苦情処理委員会に不服を申し立てることができます。この
申し立てが認められた場合、申請者は 90 日以内に通知を
受け、商標の告知を商標局に提出した上で、官報にその告
知を掲載することができます。掲載費用は申請者が負担し
ます。商標登録に反対する者は、官報での告知日から 90

日以内に、苦情処理委員会に反論を提出しなければなりま
せん。反対者がいない場合、登録料を支払った上で、商標
の登録がなされ、登録商標となります。申請者には登録証
明が与えられます。 

(c) 不使用不使用不使用不使用：：：： 商標登録の申請あるいは更新に際し、商標の使
用を裏付ける証拠の提出は求められません。しかし、5 年
間継続して商標が使用されなかったことを裏付ける証拠が
あれば、第三者は商標登録の解除を申請することが可能で
す。登録の解除は官報で公表されます。  

(d) ライセンスライセンスライセンスライセンス：：：： 商標の使用ライセンスは、文書化および認
証の上で、個人あるいは法人に与えることができます。ラ
イセンスは、商標保護期間を超えて使用することはできま
せん。またライセンスは、商務省に登録し、登録証明原本
にも記録する必要があります。ライセンス契約は、商標局
が作成する告知により官報で公表されます。この費用は申
請者が負担し、そのコピーを商標局に提出しなければなり
ません。ライセンスは、登録後、第三者に対し効力を生じ
ます。 

(e) 侵害侵害侵害侵害とととと罰則罰則罰則罰則：：：： 商標の偽造、模倣、無許可の使用、商標の
ついた商品の販売を行なった場合、1 年以上の禁固刑およ
び ／ あ る い は SAR50,000 （ US$13,350 ） か ら
SAR1,000,000（US$266,700）の罰金が課されます。信仰
を侵害する未登録の商標を使用する者、公の秩序と道徳に
反する者、公式標識を使用する者、サウジアラビアあるい
は互恵協約を結ぶ国が所有権を有する象徴を使用する者、
不正な商標の表示、商標が登録されているものと誤解を招
く表記を行なう者には、3 ヶ月から 1 年の禁固刑および／
あ る い は SAR 20,000(US$5,350) か ら  SAR250,000 

(US$ 66,700)の罰金が課されます。犯行を繰り返す者には、
二倍の罰則が課され、15 日から 6 ヶ月間の営業停止が命
ぜられます。  
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5 著作権著作権著作権著作権  

(a) 保護保護保護保護：：：： 著作権は、著作者の生存期間および死後 50 年間保
護されます。共同制作の著作権は、著作者の生存期間およ
び全ての著作者の死後 50 年間保護されます。サウジアラ
ビア国外で製作されたサウジ人の著作者による著作物は、
国際条約に従い保護されます。音源、映像、コンピュータ
ープログラム、映画、集合著作物の場合、保護期間は、最
初に公表された時点から開始します。絵画および写真の保
護期間は、公表日から 25 年間です。   

(b) 著作物著作物著作物著作物のののの種類種類種類種類：：：： 著作権の保護は、書物、絵、講演、演劇、
写真、コンピュータープログラム、芸術作品、地図、設計
を含む全ての文学著作物、学術著作物、芸術著作物に与え
られます。しかし、新聞、雑誌、定期刊行物、ニュースな
どの掲載物は保護の対象となりません。 

(c) 所有権所有権所有権所有権：：：： 著作者とは、著作物の制作者を指します。複数
の個人が著作物の制作に貢献し、それぞれの貢献を分割す
ることが不可能な場合、特別な合意のない限り、制作に関
わる者全てが共同制作者とみなされます。 集合著作物に
関し、複数の個人が制作に関わり、それぞれの貢献を分割
できる場合、制作関与者それぞれが、その貢献に対し著作
権を有します。しかし所有権は、集合著作物の指揮監督を
行った個人あるいは法人にあるとされます。 

(d) 譲渡譲渡譲渡譲渡：：：： 著作権は、相続あるいは合法的売却により譲渡可
能です。ただし、譲渡される権利を書面で明確にすること
を前提とし、その譲渡期間、実施場所に限り、権利が有効
とされます。  

(e) 登録登録登録登録：：：：    サウジアラビアでは、著作権を登録する必要はあ
りません。 

(f) 侵害侵害侵害侵害とととと罰則罰則罰則罰則：：：： 著作権の侵害は、警告、6 ヶ月以下の禁固刑、
最高 SAR26,000 (US$66,700)の罰金、営業停止、全ての
複製の没収のうちいずれか一つ、あるいは複数の罰則の対
象となります。  

6 特許特許特許特許およびおよびおよびおよび産業産業産業産業モデルモデルモデルモデル 

(a) 保護保護保護保護およびおよびおよびおよび権利権利権利権利：：：： 特許の登録は、アブドゥル・アジズ王
科学技術都市の特許総局（特許局）に申請します。発明は、
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新しく独創的なものであり、工業上の利用性があるか否か
が審査されます。産業デザインは、新しく独創的なもので
あり、既存のデザインと区別できる特徴を持つか否かが審
査されます。申請は、申請日から 18 ヶ月以内に、料金の
納付後、特許局により公表されます。申請は、手続き上、
また、その内容について審査されます。特許が必要条件を
満たす場合、特許局は、特許の保護を認める公文書を発行
します。申請が棄却された場合、申請者にその旨通知され
ます。特許権は、最初の登録申請日から 12 ヶ月以内に、
産業デザイン権は、最初の登録申請日から 6 ヶ月以内に請
求することができます。特許は、申請日から 20 年間、工
業デザインは、申請日から 10 年間、保護されます。特許
保護期間中、毎年、申請日に年間特許料を支払う必要があ
ります。 

(b) 所有権所有権所有権所有権：：：： 発明者とは、発明の所有者を指します。発明者
が被雇用者の場合、特別な合意がない限り、雇用者がその
発明の所有者とみなされます。  

(c) 不使用不使用不使用不使用：：：： 特許の所有者がその発明を利用しない場合、第
三者は、特許権を行使するために必要なライセンスを求め、
申請することができます。ライセンスは、申請日から 4 年
間、または登録日から 3 年間、いずれかより長い期間、有
効とされます。ただし、必要とされる諸条件を満たすこと
を前提とします。  

(d) 譲渡譲渡譲渡譲渡およびおよびおよびおよびライセンスライセンスライセンスライセンス：：：： 特許および産業モデルは譲渡お
よびライセンスによる使用が可能です。譲渡は、書面にて
行い、当事者の署名と、特許局が認可する機関による承認
を必要とします。譲渡およびライセンスは、特許局への登
録を必要とし、特定の料金を支払った上で、第三者に対し
有効となります。  

(e) 侵害侵害侵害侵害とととと罰則罰則罰則罰則：：：： 特許の不正使用を防ぐために、委員会は、
最高 SAR100,000 (US$26,700)の罰金を命ずることができ
ます。犯行が繰り返された場合、二倍の罰金が課されます。
委員会が、禁固刑を適切な罰則と判断する場合、苦情処理
委員会に見解を仰ぎます。これら決定は、官報、広報、新
聞二紙に掲載されます。特許あるいは産業デザインのいか
なる侵害も、過去の罰則にかかわらず、最高 SAE50,000 

(US$13,350)の罰金の対象となります。  
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* 通貨の換算は、下記日付の為替レートに基づきます。換算額は概算で
す。 
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